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○九度山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成２７年１２月２８日規則第２１号

改正

平成２８年４月１日規則第８号

平成２９年６月３０日規則第１４号

平成２９年１２月２５日規則第２４号

令和４年１２月２１日規則第２７号

令和５年１２月２０日規則第１２号

九度山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、九度山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年九度

山町条例第２１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（条例別表第１の規則で定める事務）

第２条 条例別表第１の１の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例（平成１８年九度山町条例第１７号）第２

１条による乳幼児医療費の受給資格申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は

その申請に対する応答に関する事務

(2) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２４条による乳幼児医療費の受給資格の

変更等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関

する事務

(3) 九度山町乳幼児医療費の支給に関する規則（平成１８年九度山町規則第１２号）第５

条の受給者証の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対す

る応答に関する事務

(4) 九度山町乳幼児医療費の支給に関する規則第６条の受給者証の再交付の申請の受理、

その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第３条 条例別表第１の２の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２１条による重度心身障害児者医療費の

受給資格申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務

(2) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２４条による重度心身障害児者医療費の

受給資格の変更等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対す

る応答に関する事務

(3) 九度山町重度心身障害児者医療費の支給に関する規則（平成１８年九度山町規則第１

３号）第３条の受給者証の更新に関する事務

(4) 九度山町重度心身障害児者医療費の支給に関する規則第６条の受給者証の再交付の申

請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第４条 条例別表第１の３の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２１条によるひとり親家庭医療費の受給

資格申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する
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事務

(2) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２４条によるひとり親家庭医療費の受給

資格の変更等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応

答に関する事務

(3) 九度山町ひとり親家庭医療費の支給に関する規則（平成１８年九度山町規則第１４

号）第２条の受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ

の申請に対する応答に関する事務

(4) 九度山町ひとり親家庭医療費の支給に関する規則第３条の受給者証の更新申請の受理、

その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第５条 条例別表第１の４の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２１条による老人医療費の受給資格申請

の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２４条による老人医療費の受給資格の変

更等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関す

る事務

(3) 九度山町老人医療費の支給に関する規則（平成１８年九度山町規則第１１号）第４条

の受給者証の更新に関する事務

(4) 九度山町老人医療費の支給に関する規則第５条の受給者証の再交付の申請の受理、そ

の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第６条 条例別表第１の５の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 九度山町子ども医療費の支給に関する条例（平成２０年九度山町条例第１６号）第４

条の受給資格申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

に関する事務

(2) 九度山町子ども医療費の支給に関する条例第８条の受給資格の変更等の届出の受理、

その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 九度山町子ども医療費の支給に関する条例施行規則第６条の受給者証の再交付の申請

の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第７条 条例別表第１の６の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 九度山町地域優良賃貸住宅設置及び管理条例（平成２１年九度山町条例第３号）第７

条の入居申請の受理、決定又は通知に関する事務

(2) 九度山町地域優良賃貸住宅設置及び管理条例第１１条の同居の承認に関する事務

(3) 九度山町地域優良賃貸住宅設置及び管理条例第１２条の入居の継承に関する事務

(4) 九度山町地域優良賃貸住宅設置及び管理条例第１４条の所得の申告の受理に関する事

務

(5) 九度山町地域優良賃貸住宅設置及び管理条例第３１条の住宅の明渡しの請求に関する

事務

第８条 条例別表第１の７の項の規則で定める事務は、九度山町クローバー給付金支給要綱

（平成２９年九度山町要綱第１４号）第５条の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る

事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第９条 条例別表第１の８の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 九度山町民間賃貸住宅新婚及び子育て世帯家賃補助制度実施要綱（平成２２年九度山

町要綱第１９号）第６条の家賃補助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又



3/7

はその申請に対する応答に関する事務

(2) 九度山町民間賃貸住宅新婚及び子育て世帯家賃補助制度実施要綱第７条の家賃補助の

交付又は不交付の決定、変更及び取消しに関する事務

(3) 九度山町民間賃貸住宅新婚及び子育て世帯家賃補助制度実施要綱第８条の更新申請の

受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 九度山町民間賃貸住宅新婚及び子育て世帯家賃補助制度実施要綱第９条の異動の届出

の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(5) 九度山町民間賃貸住宅新婚及び子育て世帯家賃補助制度実施要綱第１０条の補助世帯

の資格の喪失に関する事務

第１０条 条例別表第１の９の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 九度山町要保護及び準要保護児童等就学援助費交付要綱（平成１８年九度山町教育委

員会要綱第１号）第３条の要保護児童等の認定に関する事務

(2) 九度山町要保護及び準要保護児童等就学援助費交付要綱第４条の準要保護児童等の認

定に関する事務

(3) 九度山町要保護及び準要保護児童等就学援助費交付要綱第５条の認定結果の通知に関

する事務

(4) 九度山町要保護及び準要保護児童等就学援助費交付要綱第６条の援助費の申請の受理、

その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 九度山町要保護及び準要保護児童等就学援助費交付要綱第８条の援助費の交付に関す

る事務

(6) 九度山町要保護及び準要保護児童等就学援助費交付要綱第９条の援助費の認定の取消

し及び返還に関する事務

第１０条の２ 条例別表第１の１０の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 九度山町特別支援教育就学奨励費交付要綱（平成１９年九度山町教育委員会要綱第２

号）第２条の交付対象者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ

の申請に対する応答に関する事務

(2) 九度山町特別支援教育就学奨励費交付要綱第４条の奨励費の交付に関する事務

(3) 九度山町特別支援教育就学奨励費交付要綱第５条の奨励費の認定の取消しに関する事

務

(4) 九度山町特別支援教育就学奨励費交付要綱第６条の奨励費の返還に関する事務

（条例別表第２の規則で定める事務）

第１１条 条例別表第２の１の項の規則で定める事務は、予防接種法（昭和２３年法律第６８

号）第２８条の実費の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該予防接種を

受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第１９条第１項の保護の実施、同法第２４条第１項の保護の開始若しくは同条第９項の

保護の変更、同法第２５条第１項の職権による保護の開始若しくは同条第２項の職権による

保護の変更又は同法第２６条の保護の停止若しくは廃止に関する情報（以下「生活保護実施

情報」という。）とする。

第１２条 条例別表第２の２の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）第１８条の障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関する事

務とし、同項の規則で定める情報は、九度山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行細則（平成２７年九度山町規則第２０号）第３条の支給決定の申請、
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同規則第９条の支給決定に係る申請内容の変更の届出、同規則第１０条のサービス等利用計

画案の提出、同規則第１２条の特例介護給付費等の支給の申請等、同規則第１３条の特定障

害者特別給付費の支給の申請、同規則第１７条の計画相談支援給付費の支給の申請等及び同

規則第１８条の高額障害福祉サービス等給付費の申請に係る当該申請を行う者又は当該者と

同一の世帯に属する者に係る町民税（九度山町税条例（平成２２年九度山町条例第６号）第

３条第１号に掲げる町民税（個人に係るものに限る。）をいう。以下同じ。）に関する情報

第１３条 条例別表第２の３の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の

規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第３条の国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第６条各号に該当しなくなったことによる被保険者の資格

取得に係る事務 当該被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る生活保護

実施情報

(2) 国民健康保険法施行規則第１３条の国民健康保険法第６条各号に該当するに至ったこ

とによる被保険者の資格喪失に係る事務 当該被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に

属する者に係る生活保護実施情報

第１４条 条例別表第２の４の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法（昭和３５年法律

第３７号）第１６条の障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等措置に関する事務と

し、同項の規則で定める情報は、九度山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行細則第３条の支給決定の申請、同規則第９条の支給決定に係る申請内容の

変更の届出、同規則第１０条のサービス等利用計画案の提出、同規則第１２条の特例介護給

付費等の支給の申請等、同規則第１３条の特定障害者特別給付費の支給の申請、同規則第１

７条の計画相談支援給付費の支給の申請等及び同規則第１８条の高額障害福祉サービス等給

付費の申請に係る当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関す

る情報

第１５条 条例別表第２の５の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）第５１条第１項の適用除外に関する事務とし、同表の５の項の

規則で定める情報は、当該被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る生活保

護実施情報とする。

第１６条 条例別表第２の６の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の

規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２１条による乳幼児医療費の受給資格申

請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 医療保険各法（健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法

律第７３号）、私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務員共済

組合法（昭和３３年法律第１２８号）、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法（昭

和３７年法律第１５２号）又は高齢者の医療の確保に関する法律による当該申請を行う

者に関する加入状況に係る情報（以下「医療保険給付関係情報」という。）

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(2) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２４条による乳幼児医療費の受給資格の

変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者の医療保険給付関係情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
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第１７条 条例別表第２の７の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の

規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２１条による重度心身障害児者医療費の

受給資格申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者の医療保険給付関係情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(2) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２４条による重度心身障害児者医療費の

受給資格の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者の医療保険給付関係情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第１８条 条例別表第２の８の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の

規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２１条によるひとり親家庭医療費の受給

資格申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者の医療保険給付関係情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(2) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２４条によるひとり親家庭医療費の受給

資格の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者の医療保険給付関係情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第１９条 条例別表第２の９の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の

規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２１条による老人医療費の受給資格申請

に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者の医療保険給付関係情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(2) 九度山町老人等医療費の支給に関する条例第２４条による老人医療費の受給資格の変

更等の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者の医療保険給付関係情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第２０条 条例別表第２の１０の項の規則で定める事務は、次の各号の掲げる事務とし、同項

の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 九度山町子ども医療費の支給に関する条例第４条の受給資格申請の受理、その申請に

係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請を行う者の医

療保険給付関係情報

(2) 九度山町子ども医療費の支給に関する条例第８条の受給資格の変更等の届出の受理、

その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 当該申請を

行う者の医療保険給付関係情報

第２１条 条例別表第２の１１の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項

の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 九度山町地域優良賃貸住宅設置及び管理条例第７条の入居申請の決定に関する事務

次に掲げる情報
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ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第１５

条第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第１項の精神障害者保健福祉

手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法にいう

知的障害者に関する情報

(2) 九度山町地域優良賃貸住宅設置及び管理条例第１４条の所得の申告の受理に関する事

務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第２２条 条例別表第２の１２の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項

の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 九度山町民間賃貸住宅新婚及び子育て世帯家賃補助制度実施要綱第６条の家賃補助の

申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第１５

条第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度

に関する情報

ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法にいう

知的障害者に関する情報

エ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(2) 九度山町民間賃貸住宅新婚及び子育て世帯家賃補助制度実施要綱第８条の更新申請に

係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第１５

条第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度

に関する情報

ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法にいう

知的障害者に関する情報

エ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

（条例別表第３の規則で定める事務）

第２３条 条例別表第３の１の項の規則で定める事務は、生活保護法第１５条の医療扶助認定

に係る保険申請状況の確認に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該認定に係る

学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２４条の医療に要する費用についての援助に

係る情報とする。

第２４条 条例別表第３の２の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第２４条の医療に要

する費用についての援助に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に関する

生活保護法第１５条の医療扶助に係る情報とする。

第２５条 条例別表第３の３の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で

定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 九度山町要保護及び準要保護児童等就学援助費交付要綱（平成１８年九度山町教育委
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員会要綱第１号）第３条の要保護児童等の認定の申請に係る事実についての審査に関する

事務 次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(2) 九度山町要保護及び準要保護児童等就学援助費交付要綱第４条の準要保護児童等の認

定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

第２６条 条例別表第３の４の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で

定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 九度山町特別支援教育就学奨励費交付要綱第２条の交付対象者の認定の申請に係る事

実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(2) 九度山町特別支援教育就学奨励費交付要綱第５条の奨励費の認定の取消しに係る事実

についての審査に関する事務

ア 当該者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

附 則

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。

附 則（平成２８年４月１日規則第８号）

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年６月３０日規則第１４号）

この規則は、公布の日から施行し、平成２９年６月１日から適用する。

附 則（平成２９年１２月２５日規則第２４号）

この規則は、平成３０年１月１日から施行する。

附 則（令和４年１２月２１日規則第２７号抄）

（施行期日）

第１条 この規則は、令和５年４月１日から施行する。

附 則（令和５年１２月２０日規則第１２号）

この規則は、公布の日から施行する。


